
 

 

 

 

 

件 名 

 
集中除雪作業の為の一時通行止めについて 

国道２７号（第１報) 

 

  

概 要 

 

除雪作業を行う為、１月２４日 ３時００分から、通行止めを行います。 

ご理解とご協力をお願いいたします。 

 
◆通行規制 

○国道２７号 

 規制区間：福井県大飯郡高浜町六路谷  

～ 京都府舞鶴市泉源寺（延長約６．３ｋｍ） 

規制開始：平成２４年１月２４日 ３：００～ 

 

○解除予定 

  通行止め解除の時期については、現時点では見込みがたって 

おりません。 

  

取り扱い 福知山河川国道事務所 同資料配付 

  

配布場所 福井県政記者クラブ 

  

問合せ先 

国土交通省 福井河川国道事務所  副 所 長 永野 純一    

 

Tel：0776-35-2663  Fax：0776-35-7790 

近畿地方整備局 

福井河川国道事務所 

 

 

資 料 配 付  
配布日時 

平成２４年１月２４日 

３時００分 

国土交通省近畿地方整備局 
Kinki Regional Development Bureau  

  Ministry of Land Infrastructure, Transport and Tourism 



国道２７号　通行止め

【通行止め区間】
国道２７号　Ｌ＝６．３㎞

福井県大飯郡高浜町六路谷
～京都府舞鶴市泉源寺




